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法人にわつては、名称及び代表者の氏拓f配 ち押印スは暑′

内外化成 株 式会社 代表取締役 鈴 木 重 行
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(法人にあつては、主たる事務所の所在地)

京都府京田辺市大住池嶋48

京者ほ府地球綿ロイレ 泊項 )の 規定 に

特定事業者の

主たる業種

ブラスチ ック製容器製造業

該当| る`
者要件

事 業 一Ｖ 京都府地球温暖化対策条例施行規則第10条第1号該当事業者 (大規模エネルギー使用事業者 (原油に換
算して1,500キロリットル以上))
京者F府地球温暖化対策条例施行規則第10条第2号又は第3号該当事業者 (大規模遷送事業者 (トラック
又はバス100台以上/タ クシー150台以上/鉄 道車両150両以上)
京者F府地球温暖化対策条例施行規則第10条 第4号該当事業者 (その他の温室効果ガスの大規模排出
事業者 (二酸化炭素に換算して3.000トン以上))

計 画 期 間 平成 1 8 年 4 月 平成 20 年 3 月

基 本 方 封 エネルギー消費効率 (電力効率)の 改善により、5%の 温室効果ガス排出量の削減を目指す。今計画期間
内外を問わず常に省エネに努めエネルギー消費総量の肖」減を図り地球温暖化対策への取組みを呆たす。

推 進 体 制 工場長を委員長 とする地球温暖化対策委員会を設置 し、担当者による月例進捗会議を実施する。

年度ごとの具
体的な取組及
び措置

設備 、対象 、エ

13ヽ 19 空圧設備 5年 呂1画で主要な勁力科偏を省エネ型に転換し平成 19年 度には5%以 上の電力使用量をHJ減する(

1 8 ヽ 1 9 冷却設備 5年 岳1画で過大能力な設備を整理描小し平成 19年 度には5%以 上の電力に用畳を高け減するて

18～ 19 建築設備
し年 B十四 で 生 Eエ ツ アの 3 0 V / cぞ 廟 烈 ′`不 ル 争 に 【 防 采てし、 空 罰 只 何 と し【 3■ 1 /上 の 電 刀 便 珂 ヨ を
J満 キ ス

温室効果ガス
の排出量等 排出区分

基準年度 (冥積)
(17)年 度

(二酸化炭来携算 〈t))

目標年度 (計画)
(19)年 度

(二酸化炭素遠算 て1))

削減率

(計画)
( % 〕

A事 業所等排出区分 2,821 t 2,680 t -50 %

B輸 送車両排出区分 t t %

Cそ の他排出区分 t t %

りF出合計 1                 2,821 t ォ(2               2,680 t -50 %

その他の地球
温暖化対策に
よる温室効果
ガスの削減量
等

対策等の区分
目標年度 (計画)

/

て二酸化炭井換算 (t

宗林の保全及び整備 〔整偉面積〕 ■
”

(吸収二) t

府内産の木材の利用 r利用量)
lll'

て削減曇) t

自然エネルギーを利用した電
力又は熱の供給

悔 電重) 〔肖」滋二) t

イ部性格畳) C」 〈削減三) t

グリーン電力の購入 〈購入重) kwh (削減畳) t

削減量等合計 t

差引排出量
(排出合計―削減等合計)

基準年度 (実績) 目標年度 (計画) 削減率 (計画)
Ⅲ1               21821 t ●'イカ)       2680 0  t -5 0 %

特 記 事 項 1 当 社では創業来有に製品コス ト肖U減に取組んできており、また、エネルギーは関西電力株式会社からの買電によ
る電力のみとなっています。製品コス トには常に電カコス トが多大に影響 しており、平成 14年 度の改正省エネ法適
用による管理工場に指定さ,竹てからは、更に全社的な意識を持つて省エネに努めて参りました。 2 平 成 17年 度ま
でには空圧設備、冷却設備、空調設備等のエネルギー消費が大きく、旦つ、省エネ型に転換しても生産体制に負担を
掛けない設備等を重点的に最新型の動力装置を優先的に導入してきました。 3 動 力装置だけではなく、初期費用の

みで恒久的な省エネを期待できる断熟構造パネルや多重空間空調を優先して導入し、空前負担の軽減によるエネル
ギー消費削減に取組んでいます.

運 裕 先 担 当
立
Ｐ 暑

担 当 者 氏 名

住 所

電 話 番 号

フ ァ ク シ ミ リ番 号

と 〕石夕当する0に は、 レ印を記入 してください 特 定事業者以タトで自主歩"3さ'1る事業者tり方|よ、 レFrの記入は不要です1

2 1碁 準年度jと は計画期間の前年度を、 「目揮年度Jと はIl画期間の最終年度をいいます

3 1事 業所害排出区分Jと は、京都府内の事業,,等/1事業活動のたいのエネルギーのに用に伴い発生する温宣初昇ガスを、 「拗tt草両排出区分J
と|= 日勁草連モ事業者については償用の本flつ位置を京都■内とする車両つ,,出する温含勧呆ガスを、芸道軍養者については保有する貨物草
両スは杭客草口の排出する温宣幼昇ガスを 「モの他排出区分jと は、上記以“卜め京都府内におけち事業所等の車業活酌に伴い発生する温富効
具ガスをいいます

4 1や 配享環Jに は、平成2年 度 r199o年 度)を 吾辞とした排出量め寸,とやエネルイー原単位COを排出畳 省 エネ製品開発など他者の温宣
効果ガス排出肖J穂 のヽr就 、クリーン切造の採用、特定フロンなどの条例指定外の温ヨ旬昇ガスの削減などを記入してください(


